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施策 3 心のふれあう生涯学習社会を振興する1 
 

基本施策 3－1 社会の要請と個人の学習ニーズに対応した生涯学習の推進 

 

1 概要 

○学びを通じて自分の人生を豊かにしてもらうこと、楽しく充実して学んでもらうこと、

多様化・高度化する市民ニーズに対応することを目標として、様々な学習機会の充実を

図ります。 
 
○利用しやすい図書館、行ってみたくなる図書館を目指して、利用者の立場に立ったサー

ビスを行います。 

 

2 成果指標 

  （1）市民一人ひとりに応じた学習活動の推進 

生涯学習に関する在り方に関する調査・研究、市民への意識調査を行うほか、各種

団体、教育機関、民間機関などと連携して、総合的な学習活動を推進します。 

（2）各ライフステージ等において重点的に推進すべき施策 

    ①家庭教育・子育て支援、②学校・地域における学習環境の整備、③職業に関する

学習支援と就労機会の拡充、④勤め人への生涯学習の拡大、⑤中高年層の地域活動の

促進、⑥高齢者の学習成果の活用と生きがいづくり、といった観点から、関係部局と

連携して施策を進めます。 

項目 19年度 20年度 21年度 目標値 

（22年度） 

生涯学習講座の受講者数 147,868 216,152 

 

220,091 

 

179,000 

 

主な事業 ○生涯学習センター管理運営事業 

本市の生涯学習の中核施設として平成 13年に開館、施設の貸し出しと

各種生涯学習事業を行います。（施設利用件数は、10,463 件、講座数

は、391講座、講座受講者数は 60,066人） 

○生涯学習振興事業 

生涯学習事業の実施や学習機会の情報を提供することにより、生涯学

習活動への理解と実践を促すことを目的として、生涯学習に関する広

報誌の作成等を実施します。 

 

3 平成 21年度の評価及び今後の課題に対しての対応方針 

（1）市民一人ひとりに応じた学習活動の促進 

○市民の生涯学習活動の現状や意向など、今後の生涯学習活動における課題を検討する

                                                   
1 教育基本法第３条によれば、①国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができる

よう、②その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、③その成

果を適切に生かすことのできる社会の実現が、生涯学習の理念とされている。 
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ための基礎資料とするため、生涯学習基礎調査を実施した。その結果から今後の課題と

して、市民の有する経験や知識など学習成果が生きる地域づくりを進めることが必要

であり、現在策定中の第 4 次千葉市生涯学習推進計画において、対応する施策を位置づ

けていく。 

  

（2）各ライフステージ等において重点的に推進すべき施策 

○放課後子ども教室は、全小学校で実施した。地域の教育力を活用し、子どもたちの放課

後の居場所確保のため、「放課後子ども教室」の充実に努めていく。 
 
○市民のニーズに対応する情報や資料の収集・提供するための図書館・図書室の資料費が大

幅に減少しており、図書館システムの活用により効率的な図書館サービスを提供していく。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

基本施策 3－2 生涯学習の成果を活かした参画と協力による地域づくり 

 

1 概要 

○地域づくりを支える人材を育成するため、市民リーダーの養成、ボランティア研修等の 

学習機会の提供を図るとともに、社会教育関係団体への活動支援・育成を行う。 
 
○社会教育関係団体の活動振興及び促進のために、活動費等の助成、事業の共同参画等を

行うとともに、指導者の養成や事業の後援を行い団体育成を行う。 

 

2 成果指標 

（1）地域づくりに関わる学習機会の提供・組織への支援 

「ちばを学び創る」学習機会の提供に努めるとともに、地域づくりを支える人材と団

体の育成を行います。 

（2）学習成果の活用と地域への還元の促進 

市民参加活動を支援するとともに、ボランティア研修や指導者養成事業との連携を図

り、より多くの市民が学習成果を活用する意欲を持つよう働きかけを行います。 

指標名 19 年度 20年度 21年度 目標値 

（22年度） 

ちば生涯学習ボランティアセンタ

ー登録者数と放課後子ども教室（18

年度は地域子ども教室）ボランティ

ア登録者数の合計 

5,280 

 

6,053 

 

6,490 

 

5,000 

 

主な事業 ○生涯学習センター管理運営事業 

本市の生涯学習の中核施設として平成 13年に開館、施設の貸し出しと

各種生涯学習事業を行います。（施設利用件数は 10,463 件、講座数は

391講座、講座受講者数は 60,066人。ちば生涯学習ボランティアセン

ター登録者数 1,075人。） 
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○放課後子ども教室推進事業 

対象者は事業実施小学校に通う 1～6年生で希望する者、実施日数は各

小学校で異なるが概ね週 1日年間 40日程度、活動内容は体験活動（昔

遊び、スポーツ、工作その他）、交流活動、学習活動等で、活動場所は

各小学校の体育館、特別教室、グラウンド等となっています。 

（参加児童数は 7,026 人、登録指導員・協力員数は 5,415 人、延べ実

施回数は 2,772 日、放課後子ども教室への参加率（参加児童数／小学

校児童数）は 13.3％） 

 

3 平成 21年度の評価及び今後の課題に対しての対応方針 

（1）地域づくりに関わる学習機会の提供・組織への支援 

○生涯学習センターにおいて、「ちばを学び創る」学習機会として、「ちばカレッジ」（「ち 

ばの大地と自然」「もっともっと、ちば。～『ちば』からのヒント～」）を実施した。 
 

○社会教育関係団体をはじめ、生涯学習を支援する人材を育成しネットワーク化を図り、生

涯学習の場で活躍できる人材の確保に努める。 
 

（2）学習成果の活用と地域への還元の促進 

○生涯学習センターにおいて、生涯学習の啓発、成果発表の場である「まなびフェスタ 2009」

を開催した。 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

基本施策 3－3 生涯学習支援ネットワークの充実・強化 

 

1 概要 

○公民館の整備は、1 中学校区 1 館の整備基準に基づき、未整備地区の解消に努めるとと

もに、老朽化した公民館の改修や冷暖房設備等機器の改修など、市民の利便性向上に努

めます。  
 
○中央図書館を中心に、地区図書館、分館及び公民館図書室を含めた図書館ネットワーク

を構築しており、図書館サービス網の充実に努めるとともに、図書館システムの活用に

より、図書館利用者の利便性の向上にも努めます。 

 

2 成果指標 

（1）生涯学習支援機関の連携強化 

学習支援施設、学校教育機関、高等教育機関、民間機関などとの連携を進め、より多

様な学習機会の提供を行うとともに、図書館サービスを充実します。 

（2）生涯学習活動に関する情報提供と学習相談の充実 

生涯学習に関する情報提供を進めるとともに、生涯学習センターにおける生涯学習相

談を充実させます。 
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（3）生涯学習支援施設の整備 

    身近な地域での学習拠点である公民館や地区図書館などの整備を進めます。 

指標名 19 年度 20年度 21年度 目標値 

（22年度） 

学習の場に対する市民の満足度 (16年度) 

29％ 

― 29％ 40％ 

 

施設をよく利用する市民の割合 (16年度) 

45％ 

― 42％ 50％ 

 

主な事業 ○公民館管理事業 

公民館改修、公民館事業の実施、サークル・団体育成の指導・助言、

人材の育成・派遣等により、公民館の利用拡大、利用者サービスの拡

充を図ります。（全 47 公民館で 727 事業実施し、延受講者数 39,679 人、

利用者数 1,236,779 人、クラブ・サークル等連絡会団体数 2,227 団体 28,244

人）。 

○科学館管理運営事業 

「人が主役」、「参加体験型」の運営コンセプトに基づき、展示、教育

普及、プラネタリウム、ボランティア等の各種事業を実施しました。

（21 年度の利用者数は、354,849 人）  

 

3 平成 21年度の評価及び今後の課題に対しての対応方針 

（1）生涯学習支援機関の連携強化 

○大学等高等教育機関の実施する公開講座への補助金交付及び名義後援を行い、市民の学

習活動を支援した。 
 

（2）生涯学習活動に関する情報提供と学習相談の充実 

○生涯学習情報誌を発行し、生涯学習に関する情報提供を行った。 
 
○生涯学習センターにおいて生涯学習相談を行い、市民一人ひとりに応じた学習活動を促

進した。 
 

（3）生涯学習支援施設の整備 

○公民館の整備・修繕を計画的に進めるとともに、図書館サービスの充実を図り、身近に

学習しやすい場の確保に努めた。 
 
○既存公民館の多くが開館後 20年以上経過しており、老朽化が著しいため計画的な改修

に取組む必要があり、未整備地区の解消を図るとともに、老朽化が進んでいる公民館の

改修・修繕等を計画的に進め、身近に学習しやすい場の確保に努める。 
 
○図書館システムの活用による、新たな図書館サービスについて検討する。 

 

 


